
 

 

パパ・ママ応援ショップ事業実施要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、地域、企業、行政が一体となって子育て家庭を応援しようと 

いう社会的気運を醸成するとともに、子育て家庭が「地域社会に支えられている」 

「こどもを持って良かった」と実感できる社会づくりを進めることを目的とする 

パパ・ママ応援ショップ事業を実施するために必要な事項を定める。 

 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると 

ころによる。 

 (1) 応援ショップ事業 

   埼玉県内に在住、在園又は在学で、１８歳に達して次の３月３１日を迎える

までの子又は妊娠中の人及びその家族が、協賛店舗、施設、企業等において、

パパ・ママ応援ショップ優待カードを提示することにより、割引やポイント・

スタンプ等の優遇などの特典を受けることができるパパ・ママ応援ショップ事

業をいう。 

 (2) 協賛店舗等 

   応援ショップ事業に協賛し、優待カードの利用者に特典を提供する店舗、施

設、企業等をいう。 

 (3) 協賛ステッカー 

   協賛店舗等が掲示する様式第１号による協賛店舗等である旨を表示するため

のパパ・ママ応援ショップ協賛ステッカーをいう。 

 (4) 協賛ポスター 

      協賛店舗等が掲示する様式第６号による協賛店舗等である旨を表示するため

のパパ・ママ応援ショップ協賛ポスターをいう。 

 (5) 実施市町村 

   応援ショップ事業を実施する市、町又は村をいう。 

 (6) 優待カード 

   様式第２号に定めるパパ・ママ応援ショップ優待カード及びスマートフォン

LINE アプリ版パパ・ママ応援ショップ優待カード（埼玉県 LINE 公式アカウン

ト「埼玉県庁」で表示されるパパ・ママ応援ショップ優待カード。以下「LINE

版カード」という。）をいう。 

 (7) 特典 

   応援ショップ事業の協賛店舗等が任意に定めた割引やポイント・スタンプ等

の優遇などのサービスをいう。 

 



 

 

 （優待カード等の作成、配布等） 

第３条 県及び実施市町村は、共同して応援ショップ事業を行うものとする。 

２ 県は、応援ショップ事業の趣旨を市町村、県民及び店舗・施設・企業等に周知 

し、事業が円滑に進むよう努めるとともに、次に掲げる事項を行うものとする。 

 (1) 優待カード及び協賛ステッカー、協賛ポスター（以下「協賛ステッカー等」

という。）を作成すること。 

 (2) 応援ショップ事業を周知するため、事業周知リーフレットを作成すること。 

 (3) 応援ショップ事業の協賛店を募集するため、協賛店募集リーフレットを作成

すること。 

 (4) ホームページ等を通じて、応援ショップ事業についての情報提供を行うこと。 

 (5) 大規模小売店舗等に対し、応援ショップ事業への協賛を依頼すること。 

  (6) 応援ショップ事業全般の運営及びその見直しに関すること。  

 (7) その他応援ショップ事業を推進するために必要なことを行うこと。 

３ 実施市町村は、応援ショップ事業の趣旨を当該実施市町村内の住民及び店舗、 

施設、企業等に周知し、事業が円滑に進むように努めるとともに、次に掲げるこ 

とを行うものとする。 

 (1) 当該市町村内の店舗、施設、企業等に対し、応援ショップ事業への協賛を依  

頼すること。 

 (2) 当該市町村在住、在園、在学の１８歳に達して次の３月３１日を迎えるまで

の子又は妊娠中の人がいる家庭に対して、LINE 版カードを周知し、必要がある

場合は紙の優待カードを配布すること。 

 (3) 当該市町村内の協賛店舗等の名称、所在地及び特典内容等について、当該市 

  町村内での周知に努めること。 

 (4) その他応援ショップ事業を推進するために必要なことを行うこと。 

 

（優待カードの利用） 

第４条 優待カードの利用に当たり、１８歳に達して次の３月３１日を迎えるまで

の子の保護者は、優待カードの裏面の所定の位置又は LINE 内の入力欄に当該者

及びその家族の氏名、年齢を記載又は入力すること。また、妊娠中の人にあって

は、当該者及びその家族の氏名を記載又は入力すること。 

２ 優待カードは、他人に譲渡又は貸与してはならない。 

３ 協賛店舗等は、優待カード提示者に対して、当該紙のカード裏面に記名された

又は LINE 内の入力欄に入力された本人であることを証する資料の提示を求める

ことができる。 

４ 優待カードの不正利用があった場合は、実施市町村又は県は優待カード利用者 

 に対して紙の優待カードの返却、又は LINE 版カードの利用中止を求めることが 

 できる。 

５ 優待カードの利用期限は、対象となる家族のすべてのこどもが１８歳に達した



 

 

次の３月３１日とする。 

 

（協賛対象業種） 

第５条 次の各号のいずれかに該当する場合は、協賛店舗等となることができない。 

（1）本事業の趣旨に賛同していない場合 

（2）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号）第２条第１項第１号から４号に該当する場合 

（3）宗教活動や政治活動を主たる目的とする施設 

（4）暴力団員や暴力団関係者の関連する施設 

（5）医療法（昭和２３年法律第２０５号）により広告が規制されている医業若しく

は歯科医業又は病院若しくは診療所 

（6）その他、本事業の趣旨にそぐわないと認める施設 

 

（協賛の手続き等） 

第６条 応援ショップ事業に協賛しようとする店舗、施設、企業等を営む者は、店

舗等ごとに県ホームページに掲載のフォーム又は様式第３号による協賛申込書に

より、直接県に協賛を申し込むものとする。ただし、複数店舗等を有する事業者

の場合は、事前に県に相談の上、まとめて申し込むこともできるものとする。 

２ 県は、前項の規定による申込みを受けたときには、内容を確認の上、所定の様

式により公表するものとする。 

３ 協賛店舗等を営む者は、協賛内容を変更しようとするとき又は協賛を廃止しよ

うとするときは、あらかじめ、様式第４号による変更・廃止届により、直接県に

届け出るものとする。 

４ 県は、前項の規定による届出を受けたときは、その旨を公表するものとする。 

５ 特典内容が違法な場合等には、県は協賛申込みを拒否あるいは取り消すことが 

できる。 

６ 協賛店舗等は、協賛ステッカー等の取扱いについて、次に掲げることに留意す  

るものとする。 

  (1) 提供する特典の内容を協賛ステッカー等の所定の位置に記載し、優待カード

の利用者が見やすい位置に掲示すること。 

  (2) 特典の内容を変更するときは、変更の日以後、速やかに協賛ステッカー等の

記載を変更すること。 

 (3) 協賛を廃止するときは、廃止の日以後、協賛ステッカー等を掲示してはなら

ないこと。 

 

（全国共通利用） 

第７条 優待カードは、応援ショップ事業と同様の事業を行う他の都道府県の

協賛店舗等でも利用することができる。 



 

 

２ 協賛店舗等は、様式第５号の全国共通ロゴマークの表示がある他の都道府

県が発行する紙パスポート又はデジタルパスポートの提示を受けた場合も、

原則として応援ショップ事業と同様に取り扱う。 

 

 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年８月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和３年３月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和４年３月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和５年３月２７日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和５年１２月７日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和６年４月 1 日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和８年１月１日から施行する。 



 

 

様式第１号（１） 

   パパ・ママ応援ショップ協賛ステッカー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  210.0 ㎜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                          148.0 ㎜   

   ※ステッカーの４角は、丸くカットされたものとする。 



 

 

様式第１号（２） 

   パパ・ママ応援ショップ協賛ミニステッカー 

 

 

 

148.0 ㎜ 

※ステッカーの４角は、丸くカットされたものとする。 

105.0 ㎜ 



 

 

様式第２号 

パパ・ママ応援ショップ優待カード 

 

 

 

 

               表面  

 

 

          

            

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

                                  86 ㎜ 

 

                 裏面  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 ㎜ 



 

 

様式第３号 

  



 

 

様式第４号 



 

 

様式第５号 

 

 

全国共通ロゴマーク 

 

 

 

 

10mm 以上 

 

 

 

 
 

 

10mm 以上 



 

 

様式第６号 

   パパ・ママ応援ショップ協賛ポスター 

 

 

420.0 ㎜ 

 

 

594.0 ㎜ 


